
中学３年生の皆さんへ 

 

ヤングケアラーって知っていますか？ 
 

ヤングケアラーとは、“本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常

的に行っている子ども・若者”のことです。 

出典：こども家庭庁 

家族のサポートをする時間が長くなって、遊びや勉強などの時間が取れなくなること

はありませんか。 

ひとりで抱え込まず、困ったときは相談しても大丈夫。 

中学校を卒業したあとも、あなたが相談できる窓口があります。 

気軽に相談してください。秘密は守ります。 

 

  18 歳未満の方（子ども家庭支援センター） 

〒176地域 児童相談練馬係 03-3993-9170 

〒179地域 児童相談光が丘係 03-3993-9172 

〒177地域 児童相談石神井係 03-3995-1108 

〒178地域 児童相談大泉係 03-3995-1108 

  ※月～金曜 ８：30～19：00、土曜 ８：30～17：00（祝休日・年末年始を除く） 

  18 歳以上の方（練馬区社会福祉協議会） 3994-0208 

※練馬区在住でない方も、相談先をご案内できますので、お気軽にご相談ください。 

※月～金曜 ９：00～17：00（祝休日・年末年始を除く） 


